
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平板状の上部改良体と、
　この上部改良体の下面から垂下して外枠を形成する外周部改良体と、
　前記上部改良体の下面から垂下して、前記外枠間を連結して前記外周部改良体の内側の
領域を複数の領域に仕切る少なくとも１個の内部改良体と、
により形成される、軟弱地盤の表層部を改良してなる地盤改良体と、
　この地盤改良体上に打設されたべた基礎とを備え、
　前記

してなる建築物の基礎の構
造。
【請求項２】
　水平板状の上部改良体と、
　この上部改良体の下面から垂下して外枠を形成する外周部改良体と、
　前記上部改良体の下面から垂下して、前記外枠間を連結して前記外周部改良体の内側の
領域を複数の領域に仕切る少なくとも１個の内部改良体と、
により形成される、軟弱地盤の表層部を改良してなる地盤改良体と、
　この地盤改良体上に打設されたべた基礎とを備え、
　前記
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地盤改良体上に、又は前記べた基礎内に略水平に網体を敷設すると共に、この網体
を貫通して前記地盤改良体と前記べた基礎にわたるだぼを配設

べた基礎の下面に、前記地盤改良体の外周部改良体及び内部改良体に対応する位置
に係合凸部を形成すると共に、前記地盤改良体の上面に前記係合凸部に係合する係合凹部



形成してなる建築物の基礎の構造。
【請求項３】
　前記

してなる請求項１
記載の建築物の基礎の構造。
【請求項４】
　前記 形成
してなる請求項１ 記載の建築物の基礎の構造。
【請求項５】
　水平板状の上部改良体と、この上部改良体の下面から垂下して外枠を形成する外周部改
良体と、前記上部改良体の下面から垂下して、前記外枠間を連結して前記外周部改良体の
内側の領域を複数の領域に仕切る少なくとも１個の内部改良体とにより形成される

を、
　この地盤改良体の形状に軟弱地盤の表層部を掘り下げ、この掘り下げにより取った土に
固化材を添加混合して埋め戻して敷き均し、締め固めることにより形成し、
　前記地盤改良体上に、鉄筋コンクリート構造のべた基礎を構築してなる
　

してなる地盤改良べた基礎工法。
【請求項６】
　水平板状の上部改良体と、この上部改良体の下面から垂下して外枠を形成する外周部改
良体と、前記上部改良体の下面から垂下して、前記外枠間を連結して前記外周部改良体の
内側の領域を複数の領域に仕切る少なくとも１個の内部改良体とにより形成される

を、
　この地盤改良体の形状に軟弱地盤の表層部を掘り下げ、この掘り下げにより取った土に
固化材を添加混合して埋め戻して敷き均し、締め固めることにより形成し、
　前記地盤改良体上に、鉄筋コンクリート構造のべた基礎を構築してなる

してなる地盤改良べた基礎工法。
【請求項７】
　前記

を形成してなる請求項
記載の地盤改良べた基礎工法。
【請求項８】
　前記 形成
してなる請求項 記載の地盤改良べた基礎工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、比較的荷重が小さくて建築面積の大きい建築物に対する基礎の構造及び基礎
工法に関わり、更に詳しくは、軟弱地盤の表層部を改良してなる地盤改良体及びこの地盤
改良体上に打設されたべた基礎からなる建築物の基礎の構造並びに地盤改良べた基礎工法
の改良に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　軟弱地盤上に建築物を建築する場合の基礎工法として、支持杭基礎工法、深層改良によ
る地盤改良基礎工法、又は、べた基礎と摩擦杭を併用したパイルドラフト基礎工法等が用
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を

内部改良体により仕切られた、前記外周部改良体の内側の複数の領域の中の少なく
とも１つの領域内に位置する前記上部改良体の下面に凹部を形成 又は２

外周部改良体の上下方向の厚さを前記内部改良体の上下方向の厚さよりも厚く
又は２

地盤改
良体

ものであり、
前記地盤改良体形成後に前記地盤改良体の上面に穴部を形成し、この穴部にだぼを設置

して前記地盤改良体から突出させた状態で固着材により固定し、網体を、前記だぼが前記
網体の格子状の間隔を貫通するように、前記地盤改良体上に、又は前記べた基礎内となる
位置に略水平に敷設し、前記べた基礎の配筋を行った後にコンクリートを打設して前記べ
た基礎を形成

地盤改
良体

ものであり、
　前記地盤改良体形成時に前記外周部改良体及び内部改良体の上部位置に型枠を組んで前
記地盤改良体の上面に係合凹部を形成し、この係合凹部にコンクリートを打設することに
より前記べた基礎下部に係合凸部を形成

内部改良体により仕切られた、前記外周部改良体の内側の複数の領域の中の少なく
とも１つの領域内に位置する前記上部改良体の下面に凹部 ５又は６

外周部改良体の上下方向の厚さを前記内部改良体の上下方向の厚さよりも厚く
５又は６



いられている。ここで、支持杭基礎工法は、軟弱地盤の軟弱層を貫通して深部の剛強な支
持層まで杭を下ろして建築物を支持する基礎工法である（特許文献１の図３参照。）。ま
た、深層改良工法は、軟弱地盤の軟弱層全体を地盤改良することにより、地盤そのものの
支持能力を高める基礎工法である。さらに、パイルドラフト基礎工法は、べた基礎下に摩
擦杭を適度に打設することにより基礎全体の支持能力を高める基礎工法である。
【０００３】
　しかし、支持杭基礎工法による建築物の基礎の構造では、周辺地盤の沈下が進行しても
建築物自体は沈下しないため、周辺地盤との段差が生じる抜け上がり現象が発生する。ま
た、支持杭基礎工法及び深層改良による地盤改良基礎工法による建築物の基礎の構造では
、軟弱層が非常に厚い場合には適用が困難である。さらに、上記いずれの工法による建築
物の基礎の構造においても、比較的荷重が小さくて建築面積の大きい建築物に対しては相
対的に高価であり不経済となる場合が多いものである。
【０００４】
　このような問題点に鑑み、比較的荷重が小さくて建築面積の大きい建築物に対する基礎
の構造及び工法として、軟弱地盤の表層部に対してセメント系の地盤改良剤を用いて地盤
改良を行うことにより平板状の地盤改良体を形成して、その地盤改良体を液状化層により
支持するもの（例えば、特許文献１参照。）、建築物の底面形状と一致するか、またはそ
れよりも広い範囲にわたる地盤を掘り下げて凹部を形成し、この凹部の底面の少なくとも
周辺部に深い溝部を形成すると共に、前記凹部に、土、セメント、高分子の水系エマルジ
ョン、界面活性剤および水を含む混練物を、所定の厚みとなるように打設して養生、固化
させるもの（例えば、特許文献２参照。）、地中梁と基礎スラブを一体としたフラットな
べた基礎として型枠工事を基礎外周のみとし、型枠工事の省略による工費の節減を図ると
共に、軟弱地盤の表層部を井桁型に改良することにより、地盤改良体の重量を軽減しなが
ら、不同沈下の抑制及び地盤改良体下部の未改良土の側方流動の抑制を図るもの（例えば
、非特許文献１及び非特許文献２参照。）等の提案がなされている。
【特許文献１】特開２００３－１５５７５３号公報（図１、図３）
【特許文献２】特開平８－３０２６６７号公報（図１―図３）
【非特許文献１】稲富、藤本、西村、竹内、「井桁型地盤改良べた基礎工法について、１
）基礎の概要および建物の継続測定結果」、日本建築学会中国支部研究報告集、第２２巻
、平成１１年３月、ｐ．４１－４４
【非特許文献２】藤本、稲富、藤井、西村、竹内、「井桁型地盤改良べた基礎工法につい
て、２）井桁型モデルの模型実験に関する一考察」、日本建築学会中国支部研究報告集、
第２３巻、平成１２年３月、ｐ．２８９－２９２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　以上のような従来の比較的荷重が小さくて建築面積の大きい建築物に対する基礎の構造
及び基礎工法は、軟弱地盤（例えば、約２０ｍ程度の深さにわたりＮ値が非常に小さい地
盤。）上に１又は２階建て程度の建築物を建設する場合においては、不同沈下の抑制等に
一定の効果を得ることができるものである。しかし、スペースの有効活用等のため、前記
軟弱地盤上に３ないし５階建て程度の建築物を建築する場合においては、前記比較的荷重
が小さくて建築面積の大きい建築物に対する基礎の構造及び工法では不同沈下の抑制等に
対して十分とはいえない。特に開発途上国における基盤整備等において、前記スペースの
有効活用及び工期短縮を実現しながら、比較的経済性の高い基礎の構造及び工法の実現が
望まれている。
【０００６】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、不同沈下の抑制効果
及び基礎全体の支持力を向上することができると共に、このような不同沈下の抑制効果及
び基礎全体の支持力の向上を実現しながら地盤改良体の重量増加を抑制することができる
ため、比較的経済性の高い、地盤改良体及びべた基礎からなる建築物の基礎の構造及び地
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盤改良べた基礎工法を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る地盤改良体及びべた基礎からなる建築物の基礎の構造は、前記課題解決の
ために、水平板状の上部改良体と、この上部改良体の下面から垂下して外枠を形成する外
周部改良体と、前記上部改良体の下面から垂下して、前記外枠間を連結して前記外周部改
良体の内側の領域を複数の領域に仕切る少なくとも１個の内部改良体と、により形成され
る、軟弱地盤の表層部を改良してなる地盤改良体と、この地盤改良体上に打設されたべた
基礎とを備え、前記

してなるもの
である。
【０００８】
　また、本発明に係る地盤改良体及びべた基礎からなる建築物の基礎の構造は、前記課題
解決のために、水平板状の上部改良体と、この上部改良体の下面から垂下して外枠を形成
する外周部改良体と、前記上部改良体の下面から垂下して、前記外枠間を連結して前記外
周部改良体の内側の領域を複数の領域に仕切る少なくとも１個の内部改良体と、により形
成される、軟弱地盤の表層部を改良してなる地盤改良体と、この地盤改良体上に打設され
たべた基礎とを備え、前記

形成してなるものである。
【０００９】
　ここで、前記

してなると好ま
しい。
【００１０】
　また、前記

形成してなると好ましい。
【００１１】
　本発明に係る地盤改良べた基礎工法は、 水平板状の上部改良体
と、この上部改良体の下面から垂下して外枠を形成する外周部改良体と、前記上部改良体
の下面から垂下して、前記外枠間を連結して前記外周部改良体の内側の領域を複数の領域
に仕切る少なくとも１個の内部改良体とにより形成される を、この地盤改良体
の形状に軟弱地盤の表層部を掘り下げ、この掘り下げにより取った土に固化材を添加混合
して埋め戻して敷き均し、締め固めることにより形成し、前記地盤改良体上に、鉄筋コン
クリート構造のべた基礎を構築してなる

してなるものである。
【００１２】
　また、本発明に係る地盤改良べた基礎工法は、 水平板状の上部
改良体と、この上部改良体の下面から垂下して外枠を形成する外周部改良体と、前記上部
改良体の下面から垂下して、前記外枠間を連結して前記外周部改良体の内側の領域を複数
の領域に仕切る少なくとも１個の内部改良体とにより形成される を、この地盤
改良体の形状に軟弱地盤の表層部を掘り下げ、この掘り下げにより取った土に固化材を添
加混合して埋め戻して敷き均し、締め固めることにより形成し、前記地盤改良体上に、鉄
筋コンクリート構造のべた基礎を構築してなる

してなるものである。
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地盤改良体上に、又は前記べた基礎内に略水平に網体を敷設すると共
に、この網体を貫通して前記地盤改良体と前記べた基礎にわたるだぼを配設

べた基礎の下面に、前記地盤改良体の外周部改良体及び内部改
良体に対応する位置に係合凸部を形成すると共に、前記地盤改良体の上面に前記係合凸部
に係合する係合凹部を

内部改良体により仕切られた、前記外周部改良体の内側の複数の領域の中
の少なくとも１つの領域内に位置する前記上部改良体の下面に凹部を形成

外周部改良体の上下方向の厚さを前記内部改良体の上下方向の厚さよりも厚
く

前記課題解決のために、

地盤改良体

ものであり、前記地盤改良体形成後に前記地盤改
良体の上面に穴部を形成し、この穴部にだぼを設置して前記地盤改良体から突出させた状
態で固着材により固定し、網体を、前記だぼが前記網体の格子状の間隔を貫通するように
、前記地盤改良体上に、又は前記べた基礎内となる位置に略水平に敷設し、前記べた基礎
の配筋を行った後にコンクリートを打設して前記べた基礎を形成

前記課題解決のために、

地盤改良体

ものであり、前記地盤改良体形成時に前記
外周部改良体及び内部改良体の上部位置に型枠を組んで前記地盤改良体の上面に係合凹部
を形成し、この係合凹部にコンクリートを打設することにより前記べた基礎下部に係合凸
部を形成



【００１３】
　ここで、前記

を形成してなると好ま
しい。
【００１４】
　また、前記

形成してなると好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る地盤改良体及びべた基礎からなる建築物の基礎の構造は、水平板状の上部
改良体と、この上部改良体の下面から垂下して外枠を形成する外周部改良体と、前記上部
改良体の下面から垂下して、前記外枠間を連結して前記外周部改良体の内側の領域を複数
の領域に仕切る少なくとも１個の内部改良体と、により形成される、軟弱地盤の表層部を
改良してなる地盤改良体と、この地盤改良体上に打設されたべた基礎とを備え、前記

したので、基礎下部全体を地盤改良す
る場合と比較して、地盤改良体の重量を軽減しながら、不同沈下の抑制及び地盤改良体下
部の未改良土の側方流動の抑制を図ることができる。また、

ることができる。
【００１６】
　また、本発明に係る地盤改良体及びべた基礎からなる建築物の基礎の構造は、水平板状
の上部改良体と、この上部改良体の下面から垂下して外枠を形成する外周部改良体と、前
記上部改良体の下面から垂下して、前記外枠間を連結して前記外周部改良体の内側の領域
を複数の領域に仕切る少なくとも１個の内部改良体と、により形成される、軟弱地盤の表
層部を改良してなる地盤改良体と、この地盤改良体上に打設されたべた基礎とを備え、前
記

形
成したので、基礎下部全体を地盤改良する場合と比較して、地盤改良体の重量を軽減しな
がら、不同沈下の抑制及び地盤改良体下部の未改良土の側方流動の抑制を図ることができ
る。また、

ることができる。
【００１７】
　 、前記

したので、

ることができる。
【００１８】
　 また、前記

形成したので、

ることができる。
【００１９】
　本発明に係る地盤改良べた基礎工法は、水平板状の上部改良体と、この上部改良体の下
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内部改良体により仕切られた、前記外周部改良体の内側の複数の領域の中
の少なくとも１つの領域内に位置する前記上部改良体の下面に凹部

外周部改良体の上下方向の厚さを前記内部改良体の上下方向の厚さよりも厚
く

地盤
改良体上に、又は前記べた基礎内に略水平に網体を敷設すると共に、この網体を貫通して
前記地盤改良体と前記べた基礎にわたるだぼを配設

前記べた基礎と前記地盤改良
体との一体性並びに基礎全体の剛性及び強度を高めることができるため、不同沈下の抑制
効果をさらに高め

べた基礎の下面に、前記地盤改良体の外周部改良体及び内部改良体に対応する位置に係
合凸部を形成すると共に、前記地盤改良体の上面に前記係合凸部に係合する係合凹部を

前記べた基礎と前記地盤改良体との一体性並びに基礎全体の剛性及び強度を高
めることができるため、不同沈下の抑制効果をさらに高め

さらに 内部改良体により仕切られた、前記外周部改良体の内側の複数の領域の中
の少なくとも１つの領域内に位置する前記上部改良体の下面に凹部を形成 従来
の井桁型等の地盤改良体と比較して、前記凹部内の軟弱地盤の囲い込み効果（地盤改良体
下部の未改良土の側方移動（塑性流動）の抑制）により、基礎全体の支持力を向上するこ
とができる。また、従来の井桁型等の地盤改良体と比較しても地盤改良体の重量増加を抑
制することができるため、地盤改良費用の増加抑制により、前記のように基礎全体の支持
力を向上しながら比較的経済性の高い建築物の基礎の構造を得

さらに 外周部改良体の上下方向の厚さを前記内部改良体の上下方向の厚さよ
りも厚く 従来の井桁型等の地盤改良体と比較して、前記外周部改良体の上
下方向の厚さを前記内部改良体の上下方向の厚さよりも厚くしたことによる前記囲い込み
効果により、基礎全体の支持力を向上することができる。また、従来の井桁型等の地盤改
良体と比較しても地盤改良体の重量増加を抑制することができるため、地盤改良費用の増
加抑制により、前記のように基礎全体の支持力を向上しながら比較的経済性の高い建築物
の基礎の構造を得



面から垂下して外枠を形成する外周部改良体と、前記上部改良体の下面から垂下して、前
記外枠間を連結して前記外周部改良体の内側の領域を複数の領域に仕切る少なくとも１個
の内部改良体とにより形成される を、この地盤改良体の形状に軟弱地盤の表層
部を掘り下げ、この掘り下げにより取った土に固化材を添加混合して埋め戻して敷き均し
、締め固めることにより形成し、前記地盤改良体上に、鉄筋コンクリート構造のべた基礎
を構築してなる

してなるので、基礎下部全体を地盤改良する場合
と比較して、地盤改良体の重量を軽減しながら、不同沈下の抑制及び地盤改良体下部の未
改良土の側方流動の抑制を図ることができる。また、

ることができる。
【００２０】
　また、本発明に係る地盤改良べた基礎工法は、水平板状の上部改良体と、この上部改良
体の下面から垂下して外枠を形成する外周部改良体と、前記上部改良体の下面から垂下し
て、前記外枠間を連結して前記外周部改良体の内側の領域を複数の領域に仕切る少なくと
も１個の内部改良体とにより形成される を、この地盤改良体の形状に軟弱地盤
の表層部を掘り下げ、この掘り下げにより取った土に固化材を添加混合して埋め戻して敷
き均し、締め固めることにより形成し、前記地盤改良体上に、鉄筋コンクリート構造のべ
た基礎を構築してなる

してなるので、
基礎下部全体を地盤改良する場合と比較して、地盤改良体の重量を軽減しながら、不同沈
下の抑制及び地盤改良体下部の未改良土の側方流動の抑制を図ることができる。また、

ることができる。
【００２１】
　 、前記

してなるので、

ることができる。
【００２２】
　さらにまた、前記外周部改良体の上下方向の厚さを前記内部改良体の上下方向の厚さよ
りも厚く形成してなるので、

ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明に係る地盤改良体及びべた基礎からなる建築物の基礎の構造は、軟弱地盤の表層
部を改良してなる地盤改良体及びこの地盤改良体上に打設されたべた基礎により軟弱地盤
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地盤改良体

ものであり、前記地盤改良体形成後に前記地盤改良体の上面に穴部を形成
し、この穴部にだぼを設置して前記地盤改良体から突出させた状態で固着材により固定し
、網体を、前記だぼが前記網体の格子状の間隔を貫通するように、前記地盤改良体上に、
又は前記べた基礎内となる位置に略水平に敷設し、前記べた基礎の配筋を行った後にコン
クリートを打設して前記べた基礎を形成

前記べた基礎と前記地盤改良体との
一体性並びに基礎全体の剛性及び強度を高めることができるため、不同沈下の抑制効果を
さらに高め

地盤改良体

ものであり、前記地盤改良体形成時に前記外周部改良体及び内部改
良体の上部位置に型枠を組んで前記地盤改良体の上面に係合凹部を形成し、この係合凹部
にコンクリートを打設することにより前記べた基礎下部に係合凸部を形成

前
記べた基礎と前記地盤改良体との一体性並びに基礎全体の剛性及び強度を高めることがで
きるため、不同沈下の抑制効果をさらに高め

さらに 内部改良体により仕切られた、前記外周部改良体の内側の複数の領域の中
の少なくとも１つの領域内に位置する前記上部改良体の下面に凹部を形成
従来の井桁型等の地盤改良体と比較して、前記凹部内の軟弱地盤の囲い込み効果（地盤改
良体下部の未改良土の側方移動（塑性流動）の抑制）により、基礎全体の支持力を向上す
ることができる。また、本発明に係る地盤改良べた基礎工法により得られる地盤改良体は
、従来の井桁型等の地盤改良体と比較しても地盤改良体の重量増加を抑制することができ
るため、地盤改良費用の増加抑制により、前記のように基礎全体の支持力を向上しながら
比較的経済性の高い地盤改良べた基礎工法を得

従来の井桁型等の地盤改良体と比較して、前記外周部改良体
の上下方向の厚さを前記内部改良体の上下方向の厚さよりも厚くしたことによる前記囲い
込み効果により、基礎全体の支持力を向上することができる。さらに、本発明に係る地盤
改良べた基礎工法により得られる地盤改良体は、従来の井桁型等の地盤改良体と比較して
も地盤改良体の重量増加を抑制することができるため、地盤改良費用の増加抑制により、
前記のように基礎全体の支持力を向上しながら比較的経済性の高い地盤改良べた基礎工法
を得る



上の比較的荷重が小さくて建築面積の大きい建築物を支持するものであり、本発明を具体
化した実施の形態について図面を参照しながら説明する。図１及び図２は、本発明の実施
の形態に係る地盤改良体及びべた基礎からなる建築物の基礎の構造の例を示す平面図及び
断面図である。なお、図２は図１のＡ－Ａ断面を示している。また、図３は地盤改良体の
形状説明用断面斜視図であり、軟弱地盤を図示せずに地盤改良体を斜め下方から見た状態
を示している。さらに、図４は図２の要部拡大図である。
【００２４】
　地盤改良体１は、軟弱地盤Ｓ（例えば、約２０ｍ程度の深さにわたりＮ値が非常に小さ
い地盤。）の地表面ＧＬから下の表層部を改良して形成される。すなわち、地盤改良体１
は、軟弱地盤Ｓの表層部を所定形状にバックホウによる鋤取り等により掘り下げ、この掘
り下げにより取った土に、例えば二酸化けい素、酸化アルミニウム、酸化カルシウム及び
三酸化イオウ等の成分からなるセメント系固化材等の固化材を添加混合して埋め戻して敷
き均し、重機及びローラー等により締め固めることにより形成される。このように、本発
明の地盤改良体１は、軟弱地盤の表層部分のみを改良して形成されるため、軟弱層が非常
に深い場合でも適用可能であると共に、周囲の地盤沈下と共下がりするため抜け上がり現
象を生じることがない。
【００２５】
　図１及び図２において、地盤改良体１は、平面視において矩形の水平板状の上部改良体
２と、この上部改良体２の下面から垂下して、平面視において矩形の外枠を形成する外周
部改良体３，３及び４，４と、前記上部改良体２の下面から垂下して、前記外枠間を連結
して前記外枠により囲まれる前記外周部改良体の内側の領域を複数の領域に仕切る内部改
良体５，５及び６，６により形成される。ここで、上部改良体及び外周部改良体の平面形
状は矩形を複数連結してなる外形であってもよく、上部改良体及び外周部改良体の平面形
状は同じである必要はない。また、内部改良体は、図１のように平面視で井桁状のものの
他、外周部改良体と内部改良体とを合わせた形状で、平面視で田の字又は日の字等も含め
、外周部改良体の外形に合わせて、前記外周部改良体の内側の領域を複数の領域に仕切る
ように適宜の数が選択される。
【００２６】
　また、前記内部改良体５，５及び６，６により仕切られた、前記外周部改良体３，３及
び４，４の内側の複数の領域内に位置する前記上部改良体２の下面には平面視矩形である
凹部２ａ，２ａ・・・が形成されている（図２ないし図４も参照。）。なお、凹部２ａ，
２ａ・・・は平面視矩形に限定されるものではなく、平面視で円形若しくは多角形状、又
は、ドーム状等であってもよく、上方に向かって凹んだ形状であればよい。なお、凹部２
ａ，２ａ・・・は、必ずしも前記複数の領域の全ての領域内に形成する必要はない。すな
わち、前記複数の領域の適宜の数及位置を選択して、選択した領域内に位置する前記上部
改良体２の下面に凹部２ａを形成することもできる。
【００２７】
　また、地盤改良体１の上には、鉄筋コンクリート構造のべた基礎７が構築され、該べた
基礎７内には、前記地盤改良体１の外周部改良体３，３及び４，４並びに内部改良体５，
５及び６，６と平面視において同様形状である鉄筋コンクリート構造の地中梁８がべた基
礎７と一体に形成されている。さらに、地中梁８の所定位置には柱Ｃ，Ｃ・・・が所定位
置に立設している。地盤改良体１上へのべた基礎７、地中梁８及び柱Ｃの構築は、柱Ｃの
ベースプレート及びアンカーボルト等をセットし、べた基礎７及び地中梁８の配筋を行い
、べた基礎７及び地中梁８のコンクリートを打設した後、柱Ｃを建て込むことにより行う
。このような構成により、基礎上部の構造体の不均一な荷重がべた基礎７に作用しても、
地盤改良体１とべた基礎７とが共働することにより、沈下の主要な原因となる直下の軟弱
層へは略均一荷重となるような荷重分散が行われるため、不同沈下が抑制される。
【００２８】
　図１において、地盤改良体１の井桁間のピッチＰｘ１，Ｐｘ２，Ｐｘ３，Ｐｙ１，Ｐｙ
２，Ｐｙ３は、例えば、５ないし２０ｍの範囲に設定される。また、図４において、べた
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基礎７の厚さＤ０は０．２ないし０．４ｍ程度に、地盤改良体１の上部改良体２の最大厚
さＤ１は０．６ないし１．２ｍ程度に、地盤改良体１の外周部改良体３，３及び４，４の
厚さＤ２は１ないし２ｍ程度に、地盤改良体１の内部改良体５，５及び６，６の厚さＤ３
は０．５ｍないし２ｍ程度に、凹部２ａ部の深さＤ４は、０．４ないし０．６ｍ程度に設
定される。さらに、地盤改良体１の外周部改良体 の幅Ｂ１、並びに、地
盤改良体１の内部改良体 の幅Ｂ２は、３ないし４ｍ程度に設定される。
さらにまた、矩形とした凹部２ａの幅ＢＰ及びＷＰはそれぞれ改良体間の水平方向の距離
Ｂ及びＷに対して、５０ないし８０％程度に設定される。
【００２９】
　地盤改良体１は以上のような形状に形成されているため、基礎下部全体を地盤改良する
場合と比較して、地盤改良体の重量を軽減しながら、不同沈下の抑制及び地盤改良体下部
の未改良土の側方流動の抑制を図ることができる。また、従来の井桁型等の地盤改良体と
比較して、前記形状の凹部２ａ，２ａ・・・の存在により、当該凹部２ａ，２ａ・・・内
の軟弱地盤Ｓの囲い込み効果（地盤改良体下部の未改良土の側方移動（塑性流動）の抑制
）により、基礎全体の支持力が向上する。さらに、従来の井桁型等の地盤改良体と比較し
ても地盤改良体の重量増加を抑制することができるため、地盤改良費用の増加抑制により
、前記のように基礎全体の支持力を向上しながら比較的経済性の高い地盤改良体及びべた
基礎からなる建築物の基礎の構造を得ることができる。
【００３０】
　また、地盤改良体１の外周部改良体３，３及び４，４の上下方向の厚さＤ２を、地盤改
良体１の内部改良体５，５及び６，６の上下方向の厚さＤ３よりも厚く形成した場合にお
いては（例えば、図４参照。）、従来の井桁型等の地盤改良体と比較して、前記外周部改
良体３，３及び４，４の厚さの増大により、軟弱地盤Ｓの前記囲い込み効果がさらに増大
し、基礎全体の支持力がさらに増大する。さらに、従来の井桁型等の地盤改良体と比較し
ても、地盤改良体の重量増加は概ね、厚さが増加した外周部改良体３，３及び４，４の重
量増加分のみであるため、地盤改良費用の増加抑制により、前記のように基礎全体の支持
力を向上しながら比較的経済性の高い地盤改良体及びべた基礎からなる建築物の基礎の構
造を得ることができる。
【００３１】
　なお、図１～図４の構成では、地盤改良体１の形状として、上部改良体２の下面に凹部
２ａ，２ａ・・・を形成している（第１の形状。）と共に外周部改良体３，３及び４，４
の上下方向の厚さＤ２を内部改良体５，５及び６，６の上下方向の厚さＤ３よりも厚く形
成している（第２の形状。）が、これら第１の形状及び第２の形状はいずれか一方のみで
もよい。例えば、前記のとおり、Ｄ２は１ないし２ｍ程度に、Ｄ３は０．５ｍないし２ｍ
程度に設定されるが、地盤改良体１に前記第１の形状を形成した場合においては、Ｄ２及
びＤ３を同じ厚さにすることもできる。
【００３２】
　さらに、地盤改良体１とべた基礎７との間（地盤改良体１上、図４中の矢印Ｌ）に、又
は地盤改良体１の上面（図４中の矢印Ｌ）と略平行なべた基礎７内に（地盤改良体１の上
面から間隔を隔てて略水平にべた基礎７内に）、図示しないメッシュ筋（異形鉄筋も含む
）又は樹脂製の棒状体を格子状に組み合わせてなる網体（例えば、格子状の間隔は約０．
２ｍ程度とする。）を敷設すると共に、前記格子状の間隔を通るように前記網体を貫通さ
せて地盤改良体１とべた基礎７にわたる、図示しない鉄又は樹脂製の棒状のだぼを例えば
２ｍ程度の間隔に配設することもできる。前記だぼが地盤改良体１に入る部分である穴部
は、地盤改良体１形成後に例えばドリルにて形成する。この穴部に前記だぼを設置し、例
えばセメント及び水を混合してなる固着材又はエポキシ樹脂系の固着材を前記穴部に注入
することにより前記だぼを前記地盤改良体から突出させて固定する。このようなだぼとし
ては、例えば、ケミカルアンカー、メカニカルアンカー又は差し筋アンカー等を用いるこ
ともできる。次に、前記網体を、前記格子状の間隔を前記だぼが通るように、例えば地盤
改良体１の上又は地盤改良体１の上面から上に３０ないし４０ｍｍ程度の位置に略水平に
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３，３及び４，４
５，５及び６，６



敷設する。次に、前記のとおり、べた基礎７の配筋を行った後にコンクリートを打設する
。
【００３３】
　このように、地盤改良体１とべた基礎７との間に、又は地盤改良体１の上面と略平行な
べた基礎７内に前記網体を敷設すると共に、この網体を貫通して地盤改良体１とべた基礎
７にわたる前記だぼを配設すれば、べた基礎７と地盤改良体１との一体性並びに基礎全体
の剛性及び強度を高めることができる。したがって、不同沈下の抑制効果をさらに高める
ことができる。なお、前記網体及びだぼは、どちらか一方のみでも基礎全体の剛性及び強
度向上等の一定の効果を奏するが、前記網体及びだぼの両方を用いることにより、前記効
果が向上するため、より好ましいといえる。また、前記だぼは前記網体に掛止することも
でき、このように構成すれば、さらに前記効果を向上することができる。
【００３４】
　図５は、べた基礎７の下面に地盤改良体１との係合凸部７ａを設けた例を示す断面図で
ある。べた基礎７の下面の、地盤改良体１の外周部改良体３，３及び４，４並びに内部改
良体５，５及び６，６の上部に対応する位置に係合凸部７ａを連続して又は間欠的に形成
する。また、地盤改良体１の上面に前記係合凸部７ａに係合する係合凹部（３ａ，４ａ，
５ａ，６ａ、図５中に係合凹部４ａ及び６ａを示す。）を形成する。このような係合凹部
は、地盤改良体１形成時に、前記係合凹部（４ａ，６ａ等）となる所へ型枠を組んでおく
ことにより形成することができる。なお、前記係合凹部を、地盤改良体１の外周部改良体
３，３及び４，４並びに内部改良体５，５及び６，６の上部に形成するのは、地盤改良体
１に厚さが薄い箇所が形成されて地盤改良体１の剛性及び強度が低下するのを防止するた
めである。べた基礎７下面の前記係合凸部７ａと地盤改良体１上面の前記係合凹部とを係
合させることにより、べた基礎７と地盤改良体１の一体性並びに基礎全体の剛性及び強度
を高めることができる。したがって、不同沈下の抑制効果をさらに高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施の形態に係る地盤改良体及びべた基礎からなる建築物の基礎の構造
の例を示す平面図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る地盤改良体及びべた基礎からなる建築物の基礎の構造
の例を示す断面図である
【図３】地盤改良体の形状説明用断面斜視図である。
【図４】図２の要部拡大図である。
【図５】べた基礎の下面に地盤改良体との係合凸部を設けた例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００３６】
１　地盤改良体
２　上部改良体
２ａ　凹部
３，４　外周部改良体
５，６　内部改良体
４ａ，６ａ　係合凹部
７　べた基礎
７ａ　係合凸部
Ｄ２　外周部改良体の上下方向の厚さ
Ｄ３　内部改良体の上下方向の厚さ
Ｓ　軟弱地盤
                                                                                
【要約】
【課題】　不同沈下の抑制効果及び基礎全体の支持力を向上することができると共に、比
較的経済性の高い、地盤改良体及びべた基礎からなる建築物の基礎の構造を得る。
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【解決手段】　水平板状の上部改良体２と、上部改良体２の下面から垂下して外枠を形成
する外周部改良体３，４（上下方向の厚さＤ２）と、上部改良体２の下面から垂下して外
周部改良体の内側の領域を複数の領域に仕切る内部改良体５，６（上下方向の厚さＤ３）
とにより形成される地盤改良体１と、地盤改良体１上に打設されたべた基礎７とを備え、
上部改良体２の下面に凹部２ａを形成すると共に、前記Ｄ２を前記Ｄ３よりも厚く形成し
た。
【選択図】　　　　図２
                                                                                

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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